
難葡
総

藻鰐
叢

.

ム
㎜

一説

財

産

税

と
租

税
給

付

能

カ

ー
…

書

号

ヨ

耳

に
就

き

て

こ

Y

鎌
倉

時

代

の
家

族

制

度

(四
)…

・・

時

事

・閤
…顕

}

米

国

の
日
本
移

民

問

題

・.・,
..

加

州

土

地

問

題

に
就

て
…
・…

一難

録

船
舶

能

力

の
獲

達

…
…

株

式

の
分

布

と
課

税

…
・
,

手

形

変

換

所
制

度

論

(三
、完
)..

好
景

気

の
反

動

と

物

便

・・…
・…

・.・注
學
博
士

帥

二

戸

・法
學
博
士

.
財

部

.,.文
學
博
士

三

浦

周 静 正

行 治 雄

…
法
學
博
士

戸

田

海

市

法
學
博
士

瀬

戸

正

雄

…
注

學

士

…
注

學

士

…
注

學

士

…
法
學
博
士

小
島
昌
太
郎

汐

見

三

郎

大

森

研

造

神

戸

正

雄



●

冒
コ
号

≦

律

に
就
き
て

(
=

財

部

静

治

一

敬
慕

せ

る
師
友

故
内

田
文
學

博
士

に
よ
り
、
大
正

六
年

の
秋
夏

林
第

二
巻

第
四
號
後

刷
、
「
サ
ー
・
ヰ

ル
リ

ヤ
ム
・

テ

ム
プ

ル
」
を
迭

ら
れ

た
る
當
時

、
就

中

「
甲
六
六
七

年

に
テ

ム
ブ

ル
は

ア
云

ス
プ

ル
グ

ム
及

デ

ソ
・
バ
ー

ハ
に
赴

き

.
ジ

ョ
ン
・
ド
・
ウ
イ

ッ
ト

宣

5

α
。
≦

耳

ε
會

商

す

る
所

あ

り
、

次

で

二

八
六

八
年

の

一
月

を
以

て
、
神

速

に
所

謂

目
ユ
且
。
》
=
囲磐
8

の
、
締
結

す

る
こ
ご
を
得

π
り

、
見

れ
識
實
を

以
て
、
外
交

上
の
成

功
を
博

し
た

る
、

顯
薯
な

る

一
例

な
b
」

ど
説

か
れ
し

　
笛

を
讀

み
、
此

會
商

の
相
手

た
臥
し
人

は
、取

b
も
直

さ
す

、
生
命
保
険
制

年
金
制

の
獲

達
上
、
注
目
す

へ
き
も

の

、

一
人
ご
し

て
、
普

通
に
紹
介

せ
ら

る

、
.そ

の
人

Σ
.
同
名

な

る
を
想

ひ

繭
來
少

し
く
そ

の
人

ε
成

り
を
、
尋
繹

せ
ん

蓬
欲

し

て
果

さ

、
り

き
、
然

る
に
近

日
倫
敦

一
書
店

よ
り

、
逡
b

乗

り

し
古
本
中
.
月
琴

早
口
o

同9
0「2
叶

p
民

剛
o
蓋

o巴

尾
翼
間日
の

o
「
筈
o

閃
o薯
σ
腎
斥

o
「
団
o
膏
註

p
昆

≦
鵠
早

年
弱

冠
巳
・
農

犀
o昌
ξ

}o
ゴ

生
o
≦
葺
・
p
巳

o穿
o
「
9
舞
押
置
①旨
冒

自
o
】蜀
巳

.
H団
o
N
あ
り

、
之
を

〕
讃

ぜ
る
を

機
會

ピ
し
、
本
編

を
草
す

る
こ
ビ

、
せ
b

、
骨
董

に
近

き

一
編

に
よ
り
、
素

よ
り
多

き
を
求

め
す

ε
難
も

、
偶

々

右

の
著

書

か
経
済
學
史

上
、
軽

侮
す

へ
か
ら

さ
る
の

一
著

作
物
た

る
を
明

か
に
し
、
又

そ
の
著
者

ご
し

て
の
署

名

論

説

冒
昌
盛。
ぞ
岸

に
就
き
て
(
こ

第
十
巻

(第
五
號

二
九
)

六
二
五

、

.、.



臨調

弧肌

一
国
口

畠
o
《
『
一拝

に
就
き
て
(
一
)

償
川十
塩
W

(蟹
川五
號

一二
Q
)

占ハ
[
=
ハ

者

の

事

蹟

に

よ

り

、

現

代

日

本

を

識

し

む

る

の

事

例

を

も

、

級

む

へ

き

も

の

な

も

ε

せ

さ

る

を

、

暗

示

七

得

た

b

ε

せ

は

紹

介

の

望

は

足

れ

り

。
二

昔
時

の
帝
国

に
あ

り
て

は
、
政

治

上
軍

事
よ

の
力

に
よ
り
、
園
内

の
秩
序

如
何

に
安
固

に
、
保
た

れ
た

る
も

の

に
あ
り

て
も

、
.臨
近

「
國
民
的
産

業
」
の
先
駆
　は
、
そ

の
何
れ

に
も

之
を
獲
見

せ
し
め

さ
b

き
、
之
を
獲
見
し
得

へ

き
鳳
、
・
寧
ろ

古
代
及

特

に
中
世

の
、
大
産
業
都
市

に

あ
り
、
蓋

し
是
等

の
都
市

に
ゐ

b
て
は
、
話

さ
れ
た
る
言
語

を
以

て
せ

る
直
接
交

渉

は
、
殆

ん
ご
あ
り

ゆ
る
目
的

上
、
輓
近
印
刷
物

、
郵
便
及
電
信

の
代
り
を

、
な
す
に
足

り

し
を

以
て
な
り
、
從

ひ
て
そ
の
武
力

に
於
け

る
ご
同

様
、

そ
の
事

業
上

一
の
愛
国
的

誇
負

を
、
興

起
せ

し
め
だ
b

而

し
て

リ

ス
ト
か
盲

へ
る
如

く
、
今
日
経
済
的

國
風

の
精
神

ε
呼

は
る

、
も

の

は
、
事
實

よ

プ

〃
ー
ジ

ユ
、

ア
ソ

ゥ

ェ
ル
プ
、
ウ

ェ

ニ
ス
、

フ

ロ
ー

〆
ソ
ス
、
叉

は

ミ

ラ
ン
の
精
神

か
、
全
國

に
普

及

さ
れ
た
る
も

の
な
り
、
而

し

て
そ
の
精
棘
は
先

つ
水
路

の
行
亘

れ
る
綱

目

に
よ
り

、
親
密

に
結

合

さ
れ
た
る
諸

都
市

の
國

ご
し

て
の
、
和
蘭

に

弘
ま
れ
り
・
素
よ
り
そ
の
諸
都
市
間
に
は
・
猜
忌
専

』

臨

も
、
商
業
の
共
同
目
的
の
π
め
に
は
、
大
膿
に
協

同

一
致
の
行
動
を
ビ
リ
、
か
く
て
聴
未
た
国
民
的
大
産
業
を
、
馨
る

＼
迄
熟
せ
さ
る
に
先
だ
ち
、
莉
蘭
の
国
民
的

商
業
は
、
是
等
條
件

の
下
に
建
て
ら
れ
た
り
、
さ
れ
ε
天
国
國
を
し
て
、
そ
の
商
業
上
の
敵
手
に
黝
し
、
結
局
勝

を
制
す
る
に
至
ら

し
め
し
主
要
の

一
長
所
は
、
そ
の
船
舶
そ
の
他
の
諸
容
器
に
、
標
準
化
さ
煎
た
る
形
を
、
探
用

■



、

「

-
せ

る
こ

ε
に
存

し
た

り
、
而

し

て
諸
都
市

は
何

れ
も
、

交
易

さ
れ
得

へ
き
諸
部

分
中
、
特
殊

の
組

を
供

給
す

る
こ

ビ
に
誉
れ

b
、̀
此

方
法

た
る
實

に
最
近

の
世
界
戦
争

中

、
藪
國

に
よ
り
軍
需
品

の
生
産

上
、
慮
用

さ
れ
し
所
な

る

か
{特
に
濁
逸
か
潜
航
艇
の
製
作
に
、
懸
用
ぜ
ろ
淑
普
遍

回

し
方
法

は
技
師

か
輓

近

の
牟
自

動
的
機
械

に
よ
り

、
仕

遂
け
ら

る

る
仕
事

の
精
微
精

確
を

、
思
案

し
出

せ
る
以
前

、
夙

に

和
蘭

の
豫
想

せ
る
所
な
b

、
英

人
は
和
蘭

ε
熱

一5

に
争

へ

る
も
虫
薬

之

に
勝

つ
こ
ビ
勘

か
り
し

か
、
後
輩

ε
し
て

和
蘭

に
負

へ
る
所

は
莫
大

な
画

き
。

而

し
て
英
蘭

及
和
蘭

の
初
期

縄
濟

虫

に
於

け

る
、
相

違

の

一
基

調

に

つ
き
て
は
、
箋

・
℃
即身

か
「
各
国

は
そ
の

國
産

物

の
製
造

に
當
り

て
、
繁
榮
す

へ
し
」

ε
の
大

法

則
を
説

き
渦
そ

の
例
謹
を
擘

く

る
に
當
b

、
偶
然

之

に
鯛

れ
た
り
、
即

ち
氏
は
引

続

き
日
く
、
「
詳
言
す

れ
は
羊

毛
工
業

に

っ
き
て

の
英
蘭
、
製
紙

に

っ
き
て
の
佛
蘭

西
、
鐵

製

品

に
つ
き
て

の

ピ
膏

訂
民

(
ご
蒔
ε

菓
子

に
づ

き

て
の
葡

萄
牙
、
絹

に

つ
き

て
の
伊
太
利

は
撚

り
、
和
蘭

及

N
①巴
碧
α

に
於

て
海
運
業
最

も
昌

へ
、

か
く
て
全
高

業

界

の
運
般
春

花
ら

さ
る
を
得

さ
る
も

、
回
し
原
理

に
依
れ.

b
」

ε
。

右

は
英
國
産
業
隆
興

の
先
駆

着

た
り

し
、
和
蘭

に
付

》
・
客
母
ω訂
F

星
山
島
仲蔓

睾
ユ
目
富
山
ρ

6
Hや

や

ω
ω

中
記

述

せ

る
所

に
し
て
、
同
書
附

録
中
(六
入
九
一
六
九
六
頁
)̀
に

は
別

に
俗
、
輓
近

商
工
業

か
和
蘭

に
負

ふ
所

あ

る
を
略
読

せ
り

、
吾

人

は
更

に
荷

牙

≦
一客

か
現

は
れ
し
當

時

、
和
蘭

か
世
界
縄
濟
上
如

何
な

る
地

位
を
占

め
、
特

に
英
蘭

ご

の
問

如

何
な

る
關
係

に
あ

り
し

か
を

、
瞥
見

す

る
た

め
圭

ξ
し

て

bロ
一磐
ρ
呈

出
匹
o
蔓

o
「
℃
。
一[二
。
巴

国
8
ぎ
ヨ
ざ

論

説

冒
ヲ
畠
o
♂≦
洋
に
就
世
て
(
ご

第
十
巻

(第
五
號

三
.一
)

六
二
七

昌

」



'

論

説

一理

牙

詔
葺

に
就
き
て
(
=

第
+
巻

(第
五
號

三
二
)

六
二
八

℃
b
.
い
三
1
ω
δ

の
所

説
を
借

る

こ
ε

、
せ
ん

か
。

欧
洲

に
於

て
重
商
主

義

ε
、
自
由
貿
易

主
義

`
の
衝

突

を
、
有
力
な

る
二
國
民

、
即

ち
英
聞

及
和
蘭

の
国
旗
間

に
、
見

π

る

一
時

代
あ
り

き
、
英
蘭

は
和
蘭
を
侮
蔑

せ

る
に
、
後
者

は
何
等
制
限

法

の
助

け
な
く

、
そ

の
住
民

に

・

よ

る
富

の
自
由

獲
展

に
よ
b
、
.冨

及

国
威

上
極

め
て
高

き
程
度

に
上
れ
り

、
夫

れ
刻
苦

精
顧
な

る
民
衆

の
天
才

か

自
由

主
義

に
立

て
ら
れ
た
る
、
諸

商
業
的
施
設

に
よ
り

助
け

ら
る

、
際

、

何
事

を
成
就

し
得

へ
き

か
に
閲

す
る
、

薯

例
を
世
界
に
授
け
た
る
は
和
蘭
な
り
・
そ
の
領
土
に
は
殆
ん
高

等
の
穀
物
を
産

芋

、
而
も
翫

饒
馨

,

の
民
衆
間

に
殆
ん
ε
威
替

れ
す
、
從

ひ
て
そ
の
國
に
窮
迫
を
告
げ
、
か
毛

欧
洲
奮

の
民
衆

に
、
意
を
注
一

か
如

き

こ
ε
な

か
b
き

、
即
肖魯
。ωωΦ
汁

置

謁
。
二
四註
。

(
一
入
二
八
牟
の

写
。
∩
目印
。。プ
監
修
「富
画
論
」第
四
巻
三
八
三
頁
に
、
.引

け
る
も
の
電
同
書
な
る
へ
し
)
の
著
者

座

高

へ
り
、
「
園
外
何

れ
の
地
方

に
か
、
飢
饉

起
ら
は
起

れ
、
我

か
ア

ム
ス
テ

ル
ダ

ム
に
は
、
そ

の
時

に
も
小
変

、
ラ
イ
萎

そ
の
他

各
種

の
穀

物
装
見

さ
れ
ん
、
五
穀

に
事
を
咲

く

こ
ε
、
決

し
て
な

し
」

ε
、
和
蘭

人

は
そ

の
組
織

に
よ
り
、
必

然
商
業

に
於
け

る
、
世
界
的
媒
介

者

巴
な

れ
b
、
エ

八
九

〇
年

≦
、.
℃
。
陣蔓

は
、
和
蘭

人

の
船
舶
噸
数
を

、
九
十

萬
噸

以
上
に
見
積

れ
る
か
、
そ
は
欧
洲
総
噸

敷
の
、
鉤
竿

分
を
占

め
た

り
、

而
も
僧

同
國
人
は

、
自

国

の
輸
出
産
蛎

を
宿

せ
さ
り
き

。

然

る
に
そ
の
國
民

の
勤

勉

に
よ
り
、

そ
の
國

は
厭
洲

に

於
け

る
あ
5
ゆ

る
工
産

物

の
総
貯
蔵
所

π
り
一
「
世
界

各

部

に
亘
り
、
そ
の
市

場

の
欲
求

し
、
歓
迎
す

る
も
の
は
、

何
物

に
て
も
之
を
供

給

し
、
叉

そ

り
海
員

の
力

に

よ
b

、
適

切

に
呼

は
る

、
如

く
、
世
界

の
共

同
運
搬
者
葺

た
り

7

■

「



噸

●

し
は
、
↓
Φ
ヨ
℃
一①

の
説

け
る

か
如

く
な

り

き

箭

記
内
田
博
士
の
論
文
及
一
七
三
一
牟
印
行
の
全
集
第
}
巻
六
〇
頁
参
考
)
分
業
は
讃

嘆
す

へ
き
賢
明

に
よ
り
警

ま
れ
」蕾

に
商
人
間

の
み
な

ら
す

、
各
都

市
全
禮
鳳
、
車

ら
商
業

の
.一
分
科

ζ

の
み
・
當

れ

る
は
前

に
も

一
言

せ
る

か
如

し
、
即
ち
假

令
は

尾
錠
亀
巴
げ
包
お

は
葡

萄
酒
貿
易

を
瞥

み
、
コ
島
田
コ

ケq

は
西

印
度

、ε
の
貿
易

に
當

り
、
o∩
舞
『臼
日

ぼ

造
船
業
者

に
よ
り
住

ま
れ
、
辺
口端

は
鮭

の
漁
獄

に
當

れ
り
、
む

の
何

れ
に
て
も

劃

し
き
競
争

あ
り
、
叉

そ

の
何
れ
も
模
範

ε
す

る
の
値

あ

る
∵
才
能

及
脛
濟

を
以

て
螢

後
れ
た
り
、
而
も
亦

一
五

九

七
年
和
蘭
諸
洲

の
聯
盟

か
、
9

『麓
窪

に
於

て
結

は

れ

た
る
後

数
十

年

に
し
て
、
総
督

穿
。
ω
庁民
穿
○
匡
卑

は

そ

、の
市
民

に
よ
り

、
彼

に
進
言

さ
れ
得

へ
き
、
諸
有
用
策

を
知

る
の
目
的

上
、

一
種

の
調
査
を
遂

げ
し
起
當
り
、、
.経

験

め
る
實

業
家

ε
し
て
、
そ

の
相
談

に
預
れ

る
者

は
内
従
前

に
於
.け

る
和
蘭

繁
榮
.の
諸

原
因
中

、
.自

由
寛
恕
.の
格

.

言

、
群

盲
す
れ

は
聯
盟

か

そ
の

法
律

`
な

せ

る
、
.
政
治

上
商

業
上
官
由

の
格
言

を
、
第

一
.位

に
藪

へ
た

り
、
面

し

.

て
後
日

に
至
り
、

そ

の
國
か
そ

の
自
由
政
・策

の
た

め
に
、
高

め
ら

れ
π

る
優

位
よ
り
、
引
下
け
ら
.れ
π
り

ε
す
る

も
吾
人
は
之
を
諸
櫛
占

、
特

に
著

し
き
か
如

く
、
諸

印
度

會
肚

の
濁
占

を
認

め
鴇
之
を
以

て
最

も
砒

っ

へ
き
弊
害

の
根
源

、
否
殆

ん

ご
言

ひ
得

へ
き

か
如
く
、
犯
罪

の
養
成

所

ξ
な

せ

る
こ
ε
の
み
に
、
之
を
節

す

る
の
要
あ

b

ピ

せ
b
。

國
内
経
済

上
着
の
如

く
、
頽

勢

を
萌

せ

る
も

の
あ

り
し

の
み
な

ら
す

、
恰

も
そ
の
當

特
に
當

り
、
英
蘭

は
有
名

な

る
.、二

八
五

一
年

の
航
海
條
例

に
よ
り
、
和
蘭

人

の
繁
榮

に
謝
す

る
、

一
大

反
抗

を

企

つ
る
に
至
れ
り

、
即

ち
そ

.

論

説

冒
コ
.血
¢
♂く
鐸

に
就
音
て
(
こ

第
十
巻

(第
五
號

三
三
)

六
二
九

'

隔.



「

論

説

一国ロ
島
①
草
葺

に
献
言
て
二
)

第
十
巻

〔第
五
號

三
四
)

六
三
Q

匹
條
例
は
外
鼠
人
の
航
海
に
射
し
、
聴

に
は
絶
対
禁
止

に
よ
り
、
聴

に
は
重
き
罰
金
に
よ
b
、
英
国
贈
賄
の
た
め

に
凋
古
を
確
保
せ
し
め
た
b
、
船

の
持
主
.
船
長
#
に
乗
組
員
の
四
分
の
三
か
、
英
國
臣
民
た
ら

さ
る

一
切
の
船

舶
に
は
、
大
不
測
顛

の
殖
民
地
に
於
け
る
貿
易
を
難
し
、
又
英
蘭
近
海
の
沿
岸
貿
易
に
徒
事
す
る
二
ぜ
を
察
し
、

之
を
庭
罰
す
る
に
、
船
舶
及
積
荷
の
渡
牧
を
以
て
せ
り
、
そ
の
他
の
諸
制
限
策
も
、
此
排
外
策
を
完
成
す
る
た
め

に
行
は
れ
、
か
く
て
良
上
に
顯
は
れ
た
る
海
商
戦
中
、
最
も
劇
烈
な
り
し
も

の
は
起
れ
り
、
佛
蘭
西
は
そ
の
間
に

庭

し
、

一
六
六
四
年
の
關
税
定
案
宣
言
に
よ
り
、
和
蘭
人
に
反
黝
し
把
b
、
爾
後
當
時
最
も
開
化
せ
る
欧
洲
詩
國

民
は
、
與

に
共
に
忠
實
を
土
毫
ざ
し
て
貿
易
す
る
代
り
に
、
他
を
害
せ
ん
ε
す

る
の
努
力
.上
、絶
え
ず
闘
争
し
π
り

是
等
.の
交
互
妨
害
策
は
、相
互
の
間
に
於
け
る
、
規
則
止
し
き
大
規
摸
貿
易
の
全
部
を
、殆
ん
ご
全
滅
せ
し
め
、
佛
國

に
於
け
る
英
国
商
品
、
及
英
蘭

へ
の
佛
國
商
品
輸
入
の
要
部
を
、
密
貿
易
者
の
手
に
蹄

せ
し
む
る
に
至
れ
り
、
実

れ
我
園
に
島
原
の
齪
あ
躯
、
外
國
船

の
來
航
を
禁
せ
し
は
、
右
航
海
條
例
の
嚢
布
に
先

つ
こ
ご
、
十
有
猷
前
の
こ

ピ
な
り
き
、
而
し
て
航
海
條
例
は
、
海
商
上
に
於
け
る
和
蘭
の
勢
力
打
祓
を
、
そ
の
主
た
る
目
的
ε
せ
る
も
の
陀

り
・
同
僚
例

の
制
限
に
よ
り
、
英
国
貿
易
の
獲
達
を
阻
碍
せ
る
こ
ご
を
、
認

め
た
る

〉
・
。。
日
穿

も
爾
、
之
る
樗

揚
す

る
に
左

の
名

官

を
以

て
せ
り
、
{前
掲
版
富
鬮
論
第
二
露

二
九
三
頁
街
第
四
巻
三
八
一
頁
参
照
)

〉

。。

爵

号
g

ρ

7
0
箋
①
需

5

凹い

o
「
ヨ

g

ゴ

ヨ

o
「o

互

層
o
穽
塁

8

片冨

口

o
喝
三
9

∩
ρ

}

o

円

陣

o
「
暴

く
㎡

p
鼠
8

一。,
・

.

℃
o
}

昌

切
」

冨

三

・。
窪

o
州
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=

子

向
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日
ゆ
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器

σq
三
郎
瓜
。
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ω
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国
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1

ご
、
黙

り
國

の
安

危

は
、
.金

以
⊥
に
重
要
な

b
、
呪

ん
や

一
政

黛

の
私
益

の
た

め
に
、
國

を
費

る
こ
ざ
を
許

さ
ん

ド

や

、
當
時

の
而
蘭

は
極
東

に
於

て
、
我
国

ε
制

限
的
貿

易

に
徒
事
す

る
の
特

罹
を
得
π

る
も
、
世

界
全
般

に
於
け

る
海
商

の
勢
力

は
、
英
國

の
た
め
に
脅

か
さ
れ
ん
ざ
し

て
、
国
難

は
迫

れ
り
、
か

＼
る
時
機

に
際
會

し
て
、
國
政

に

.

預

れ
る
者

は
則
ち

甘
口
号

芝

岸

な

り
、
國
政
を
料

理
し
て
、
果

し
て
如
何
な
.る
事
蹟

を

か
垂

れ
た

る
、
而

も
亦

氏
特

に
氏

の
署
名

あ

る
前

記

の
著
書

に
付

、
判
断

を
下

し
て
正
鵠
を
誤
ら

さ
ら

ん

ご
す

る
の
、
用

意
よ
り

せ
は
予

街

少

し
く
和
蘭

の
内

敵
上

に
於

け

る
.
攣
涯

蓬
彼

の
地

位
ざ
を
、

一
瞥
す

る
の
要

め
り
、
謂

ふ
項

を
改

め
て
少
し

く
論

せ
ん
。

剛昌

和
蘭
政
治

史
上

に
於
け

る

号

!孟
陣

の
事

蹟
を
繹
す

る
は
、
本
編

の
主
眼

に
非
す

、

さ
れ
こ
そ
の

一
班

を
窺

ふ

は
、
経

済
學

土
民

の

著
書

を
吟
味
す

る

場

合

に
、
影

響
す

る
所

砂

か
ら

さ
る
を
以

て
、
此

目
的
上
主

ε
し
て

一
・

曼
諫

団
四
時
Φ
び

日
富

表
器

p
畳

O
面窪
目
①
o
障
ず
o
該
ゆ穿
o『一興
畠
切
.
6
0
ひ
中

の
所

説
を
借

る
こ
ご

、
せ
ん
、
謂

ふ
迄
も

な
乱

書

・
.は
夙
に
英
帝
国
の
前
途
を
憂

ひ
、
そ
の
本
図
政
治
に
閲
す

る
.好
著
あ
る
異

尺

凋
逸

に
關
ゴ
る

〒
書

を
著

は
し
、
同

国
の
將
來
恐

る

へ
き
を
説

い
て
懸

人
を
警
告

し
、
そ
の
述

作

は
そ
の
當

聴
本
邦

に
も
喧
傳

さ

れ
た

る
所
な

る
か
、
同
様

に
和
蘭

の
興
亡
史

を
誘

い
て

、
英
国
事
情

ε
比
較

し
、
之

か
覆
轍

の
弊
な

か
ら

ん
こ
ε

を

、
識

し
.め
だ

る
も

の
は
則
ち

右
の

一
書
な

b
、
号

毛
茸

に
野
す

る
評
論
、
梢
酷

に

失
す

る
も

の
な

き
や
、
和
蘭

.

論

説

冒
口
恥o
≦
」障

に
就
看
て
(
ご

第
十
巻

(第
五
號

三
五
}

六
三
一

、、

,

ヤ



論

報
肋

}ρ口
出
o
≦
一算

に
就
吾
一て
(
一
)

齢
即十
鰹
胴

(第
五
號

=
=
ハ)

六
三
一.一

史

を
以
て
、
「
輓

近

に
於
け

る

一
躍
善

新

の
興

亡
に
關
す

る
、
唯

一
の
現
存

事
例
を
授

く
」
ξ
し

、
從

ひ
て
英

人
の
.

た

め
に
極

め
て
興
味
あ

軌
ご
せ

る
か
た

ゆ
に
、
デ

モ
ク

ラ

シ
ー
の
弊

を
指
弾

す

る
に
、
過
激

な

る
も

の
な

き
や
を

震

る
亡
難

も
、
大
禮

に
そ

の
論
旨
を

借
る
。

、

政

黛

の
利
害

ε
國
民

の
利
害

、
黛

へ
の
忠

義
ご
愛

國

心

ε
は
、
互

に
相

容
れ
す

、
政

黛
政

治
行
は
お

Y
諸

国

に

あ
り
て
は
、
幾

多

の
蕪
派
存

し
縁

へ
し
ご
す

る
も

、
實

際

の
目
的

よ
り

せ
は

、
二
蕪

涙
に
過
ぎ

す
、
即

ち
政

権
を

握

れ
る
黛
涙

ざ
、
之

に
離

れ
た

る
蕪
振

巴
ぼ

之
な

り
、

而

し
て
後

の
熱
涙

醤
、
自
ろ
代

り
て
統
治

せ
ん
か
た

め
に
.

種

々
の
手

段
を
環
ら

し
て
、
現
在
政
権

を
握

れ
る
蕪
派

を

、
逐
斥

せ
ん

ε
努
む

、
自

己
存
織
砿
自
然

の
第

一
法

則

に
し
て
、
叉
第

一
本
能

な
り
、
從

ひ
て
文
政

椹
を
握

れ

る
政

治
家
は

、
常

に
自

己
及
徒

蕪

の
地

位
を
.
擁
護

し
伸

張

し
、

そ
の
反
蜀

黛

を
攻
撃

し
薄
弱

な
ら

し
む

る
に
熱

.沿
な

る
は
、
国
家
を
擁
護

し
強
大
な
略

し
む

る

こ
巴
に
就

き
で

よ
り
も
甚

レ
、
故

に
国
民
を
代

表
せ
す

し
て

、

一
政

蕪
を
代
表

せ
る

一
政

府

に
よ
り
、
治

め
ら
一る

、

】
國

に

あ
り

て
は
、
蕪

の
利
害

は
国
民

の
利
害

に
先

ち
て
問

は

れ
、
國
民

の
幸
福

は
蕪
略
的
権
謀

に
よ
b
、
犠
牲

に
供

せ

ら

る

、
は
避

く

へ
」き
に
非
す
。

和
蘭
人

か

∩
「。
日
蓄

昌

ε
職
孚

せ
る
や
(
=
ハ
五
二
ー
五
断
年
}
是

よ
り
和
蘭

國
内

に
国
民
的
な

る
統

一
及
聯
合

を
鉄

き
、

一
.の
野
民

的
政

府
並

に

國

民
的
行
政
組

織
を

鉄

き
た
る

こ
ご

、
、
.無
責
任
な

る
歌

蕪
政

治
家
及
政
治
的
好

事
家

に
よ
れ

な
統
治

ご
は
、
国
民

の
防
備
を
忽

か
せ

に
せ
し
め
、
そ

の
國
相
慮
な

る
軍

事
的
抵

抗

を
、
不
可
能
な

「



ら

し

め
し
よ
b
}
右

の

一
戦
争

に
も
ろ

く
も

大
敗

し

た
り

、
即

ち
城

主
的
な

る
和
蘭

の
政

治
組
織

か
、
失

敗
た
る
.

こ
ポ

は
"此
職
孚

に
よ
・り
立

読

さ
れ
た
り

、
内

部

の
闘
争

に
よ

り
分
裂

さ
れ
、
互

に
争

へ
る
演
説
家

に
よ
b
'、
支

配

さ
れ
π
る
不
統

一
の

一
國
民

は
、
統

一
せ
ら

れ
中
央

に
集
権

せ
ら

れ
、
専
門

家

に
よ
b
治

め
ち

れ
し

一
団

家

の
た

め
に
、
、容

易

に
敗

ら
れ
た
り
、

か
く

て
此
戦
争

の
揺

る

へ
き

教
訓

は
、
.和
蘭

人

の
迷
夢

を
醒
ま

さ
し

め
、
そ

の
大

敗

の
た

め
に
莉
蘭

要

路
の
政

治
家
を
動

か
し
、
即
時

に
国
家

の
組
織

を
改

め
て
、
.国
民

を
統

一
し
、
國
民

的
防
備

力

を
振
興

せ
し
む

る
に
、
至
り

し
な
ら

ん
ご
豫

想
せ
ら

る

＼
も

、
事
實

に
於

て
は
.
政

黛
政
治

に
よ
り

治

め
ら

る

る

一
団

に
於

て
、
國
民
射

利
盆

は
普
通

に
政
蕪

の
利

害

に
よ
り

、
犠
牲

に
供

せ
ら

る

、
か
如
く
、
総
督
制
.
ω
貯
鼻
,

ぎ

匡
臼
p
盆

塵
止

の
後

(組
替

≦
蒙
§

一H・
ば
成
年
の
和
鞍
人
な
く
し
て
、
一
六
五
〇
年
に
死
ぜ
71
》
二
年

に
し

て
、
和
蘭

か
経

験

せ
む
か
和

ぎ
災
難

を
、
再

ひ
せ

さ
ら

し

め
ん

か
π
め

、
何

等

の
施
設
も

行
は

れ
さ
b
き
、寧

ろ
要
路

の
政

治
家
は
、

無
情

に
も
国

風

の
不
幸
を

利
用

し
て
亀
目
黙

の
利
益

及
盛
大
を

、
.謀

る

の
具
た
ら

し
む

る

に
努

め
だ
ザ
。

和
蘭
人

か
そ
の
大
敗
後
探

り
し
政

策
を

、
略

説
す

る
に
先

だ
ち
馬

U
。
己
「讐
穽

の
市
舜

柁
臥

、
次

い
で
叉
和
蘭

州
議

曾
議

長

閃
器
昔
o
旨
。。δ
舜
蔚

ε
な

り
、
そ

の
當
時

以
來
和
蘭

の
首
領
政
治
家

た
り

し
、
冒
巨
号

≦
昇

(
=
八
二

イ

五
-
魂
二
年
　
に

一
瞥
を

加
ふ

る
の
要

あ
り
。

号

芝

葺
.
は
前

記

の
如

く
、

】
六

二
五
年

に
生

れ
た

り
、
從

ひ
て
五
三
年

に
和
蘭

の
政
治

上
最
も
須
要
な

る
右

の
地

位

に
、
推

翠

さ
れ
だ

る
當

時
、
敷

へ
歳
識

か

に
二

十
九

歳
な
り

ぎ
、

さ
れ

ε
か
く
若

年
な
b

し
に
拘

は
ら
す

噂

論

説
.
.
冒
P
匹⑦
≦
律

に
就
毒
て
(
一
)

・
.

第
十
巻

(第
五
號

三
七
)

六
三
三



1

論

説

}雪

起o
芝
葺

に
就
看
て
(
一)

・

.

第
十
巻

(第
五
號

三
入
)

六
三
四

勢

力
あ

り
し
政
黛

の
眼

よ

り
せ
は
、
そ

の
高
官

τ
就

き

卓
越

せ
る
資
格

を
有

し
π
り
、
そ

の
父

に
し
て

U
。
「血
.①。
耳

の
寡
頭
政
治
家

の

一
人
た

り
し

冒
8
げ

は
、
和
蘭

各

州

分
権
蕪
の

一
領

袖

た
り
、
不
運
な

う
し

≦
窪

騨
目

圃H
・
に

よ
り
が
巨
。
量
。。・冠
目

の
城

砦

に
捕

へ
ら

れ
、
囚

人
ε
せ

ら
れ
た
b
、

冒
昌

は
そ

の
父

の
政
略

を
襲
ひ
、
文
園
民
統

】
策
及

総
督

た
り

し

O
田
癩
o
家

に
封
ず
.る
、
そ

の
猜

忌
及
嫌
悪

を
受
け
織

き
た
b
、
国
家

の
首
領

`
し
て
、

一

の
大
政
治
家

を
索

め
す
し

て
、
.寧

ろ
地
方

的
特
権

の
断
乎

た

る
擁

護
盾

、
有
能

な

る

一
歌
蕪
首
領

を
求

め
た

る
、

寡

頭
敬

治
家

の
眼

よ

り
せ

は
、
右

の
事
賓

丈

け
に
て

竜
馬
有
力
塗

る

一
権
翠

理
由

把
り
き
、
盲
目

は
そ

の
門

地
、

性
格

、
鍛
育

及
承

博

せ
る
利
害

の
た

め
に
、
霊
然
的

に
地

方
的

利
益

の
患
實

な

る

一
擁
護
着

た
り
、
国
民
的
統

一
、

中
央

集
権
及

○
「窪
σQ
Φ
家

に
封
ず

る
、
執
念

深

き

一
敵

抛
る

へ
急

も

の
あ
り

き
。

冒
,

は

一
の
精

勤
家

穴
り

、
そ

の
暴
・動
沈

着

に
し
て
慎

み
深
く
、
話

し
上
手

に
し
て
、
又
優

れ
た

る
吟
誦
家

、

音
樂
家
・
舞
踏
家
な
り
き
.
又
各
種
の
鏡
抜

に
通
し
、

一
の
諸

士
た
り
、
各
種

の
遊
戯

に
長
し
た
り
、
博
覧
に

し
て
哲
學
を
研
究

し
、
叉
敷
學

の
天
才
だ
り
き
、
.常
監
理

大
學
に
於
て
法
律
を
學
ひ
、
四
七
年
來
法
律
家
を
以

て
そ
の
職
著

し
・
才
幹
修
養
を
積

み
、
大
望
を
抱
き
孤
疑
す
る
所
な

か
り
き
、
か
≧

入
物
は
舌
蔭

謀
あ

カ

に
よ
b
、
治

め
ら

る

、

一
団

に
.み
り

て
は
、
大

に
そ

の
力

を
施

し
得

へ
'
・
、
又
極

め
て
危

険
な
b

、法

廷
に
於

け
.

る
同
僚
巾
、

一
部

の
者

は

号

〆<
弾

に
付

「
此
若
者

は
醸

り

に
横
柄
な
り

、
當

り
前

の
死

に
様
を

な

さ

、
ら

ん
」

義

り
観

・
明
野

り
し

2

・
.
二

よ
・
も
.
雪

ぎ

は

「
そ
の
國
の
警

・
精
導

・
入
谷

き
、
.唯



`

、
＼

一
所

に
幾
多

の
頁
性
質

を
有

し
、

そ
は
氏

の
政
敵

に
よ

り

て
も
租
讃

さ
れ
し

に
拘

は
ら

す
、
他

の

一
面

に
は
自
己

の
利
益
を
、
國
家

の
利
益

以
上

に
お
く
の
、
歓

黙
を
有

し

た
り
L
、
こ
は
實

に
和
蘭

の
歴

史
上
.
最
大

の
危
機

に
際

し
、
政

権
を
占

め
し
孤

民
慮

に
よ
b

、
聯
合

諸
州

の
涯

命
セ
導

い
て
、
寡

頭
政

潜
家

の
利
益

の
た

め
に
、
振

向
け

ん

こ
ご
を
要
求

さ
れ
し
そ
の
人
た
り

き
。

從
來

に
あ
b

て
は
総
督

あ
り
、
或
程
度
迄

は
州

聯
合

議
會

に
於
け

る
州
和
蘭

(和
蘭
共
和
圃
11

∩
豊

Φ野
鼠
・
=
。=
胃
鼻

。
。乳
"
昌
。
、
。
.
.①
∩
げ
。

周
.一Φ
.一簿
コ
。
.
。
イ
。.
・
・、6
言

.。
冨
一コ
・
ゴ
。
コ

驚

諸

州
聯

盟

巴

の

大

優

勢

を

遍

き

り

た

り

、
.從

ひ

て

他

の

諸

州

は

一
総
督

の
任

命
を
希
望

せ
る
に
反
し
」
州
和
蘭

の
統
治
者

は
、
戚
情
的

に
総
督

制

の
織

綾

に
反

射
し
、
之

か

腰
止

を
望

み
し
は
、
寧

ろ
自
然

の
成
行
な

り
、
そ

の
結

果

ε
し

て
英

蘭

ε
の
職
事

終
結

に
近

づ
く
や

、
和
蘭
州

の

寡
頭
政

治
家

は
、
二
様

の
政
治
的
目
的

を
懐

き
た
り
、

第

一
に
共
和
国

に
於

け

る
彼

等

の
政
治
的
優

越
を
、
維
持

壇
進

せ
し

め
ん
か
た

め
に
、

一
総
督

の
任
命

を
阻

止

せ

ん
ε
す

、
そ

は
叉
そ

の
圭
ご
せ

る
目
的

た
b

、
第
二

に
相

聞

の
商
業

か
著

し
し
固

し

め
ら

れ
、
叉

9

睾
σq
①
家
を

擁
護

せ
.る
民

衆

の
群

は
、
御

し
難
く
又
危
険

ε
α
れ

る
よ

b

、
講

和
せ

ん
ε
希
望
し

た
b
。

・
散
窯
政

治
は
特

に
統

皿
組
織

宜
.し
き
を
得

さ
る
読

図

に
あ

り
て
は

、
原
則

`
し
て
公
明
正
大

ぼ

る
手
段

行

は
れ

・
す

、
陰
謀

に
よ
る
政
治

を
意
味

す
、
「
最

頁
め
建

議

も

最
悪

の
建
議

も
、
反
封

振

に
よ
b

認

ひ
ら

る

へ
き
を
以

て

.

】・民
主
制

に
あ
b

て
は
、
最

良
策
.を

唱
ふ

る
者
も

、
最

悪
策

を
唱

ふ
る
者
も

、
術

策

に
よ
b

て
民
衆

を
欺
瞞

し
、

講

読

一碧

匹①
ぞ
一=
に
就
き
て
(
ご

第
十
巻

〔第
五
號

三
九
)

六
三



P

凹

論

説

冒
コ
ユO
類
罪

に
朗
看
て
(
ご

第
+
巻

(第
五
號

四
〇
)

六
三
六

そ
の
説

を
貫

か
し

め
ん

か
た

め

に
、
眞
理

を
粧

ふ

こ
ε

必
要
な

駈
、
是

等

の
手
品

に
よ
り
、
公
衆

の
注
意

を
問
題

.

⑳
孚

黙

以
外

に
外

れ
し

め
、
最

も
有
能

な

る
精
通
家

の
助
言

を
.
国
家

よ
り
奪

は

し
む
、

さ̀
れ

ε

こ
は
避

く

へ
き

に
非

す

、
公
明
正
大
な

る
方

法

不
能

な
る
を
似
て

、
洗

っ
術
策

を
環

ら
し
、
實
行

に
進
む

の
途

を
麻

満
す

乃
の
要

あ
b
」
。

州

和
蘭

は

q
π「。
。窪

聯
盟
協

約

の
決

議
を
破
り

っ

、
、
他

の
諸
州

に
秘

し
て
、
英
蘭

ご
の
講

和
談

判

を
開

き
た

b
、
此
途

に
出

て

レ
こ
ε
は
、

戦
争

に
よ
り
惹
起

さ
れ
し
大
窮

迫

よ
り
せ
は
、
或

は
正
當

ご
す

る

こ
鷲
を
得

ん
、

さ
れ

ご
國
民
的

聯
盟

の
地

位
を

囲
む

る
こ
ε
に
よ
b
、

分
推

量
…の
地

位
を
張
む

る
に
熱

中
す
る
め

鯨

り
、
非

道
な

る
陰
謀

に
よ
り
濁
ρ

8
遷
色

を

促

し
、

和
蘭

に
於

け
る
官

職
よ
り
、
○
笛
茜
①
家

を
永
遠

に
排
斥
す

る
上

ε

を
、

講

廊

の

一
條
件

た
ら
し

め
し
、
.舟

タ
、律

に
就

き
て
は
、
之

を
正

し

ε
し
て
辯
護
す

る
を
得
す

、
現

に
孕
和
を
結

ひ
て
よ
b
多
年

を
経
、
英

の

∩
『
壁

2

HH
・
か
佛
國

使
節

に
宣

言

せ
る
所

に
よ

る
に
、
ω
。
o苫
葺

蜜

月
ず
巨

o
o
に
よ
り

稜
見

さ
れ
、
現

に
彼

の
所
識

せ

略
手
紙

に
よ
れ
は

、

o
.
乏

属

は

∩
.。
日
電
。=

を
し
て
、

O
.、
ロ
㈹
。
家

反
射

の
主

意

に
て
憤

激
嬉
し
む

る
だ

め
、

あ
ら

ん
限
り

の
方
策

を
蓋

せ
る

こ
ε
を

.
立
鐙

し
得

へ
し

ε
せ
り
、
.∩
冨
券

㎝
目

は

山
。
≦

窪

陰
謀

の
目
的
物

た

り

し
、

毛

崔
螢
日

HH・
o
h
O
替
口
輪

の
幼

き
皇
子

に
ε
り

て
は
伯
父

た
り
、

さ
れ

ε
彼

に
し
て
奪
嚴

の
威

念

`
、

己

か
姉
妹

及

そ
の
無
力

の
幼
児

に
封
ず

る
、
欄
愛

の
情

ご
を
有

し
た
り

ざ
す

る
も
、
.

号

乏
犀

の
行
動

巧
妙

な

り
し

か
た

め
起

、
英
王

の
心
中

に
、
獅
蘭

総
督

及

そ
の
蛍
…振

に
劃
す

る
、
軽
侮
及
嫌
悪

從

ひ
て
叉
之

に
封
ず

る
反

射

一6

を

、
充

た
さ
し

め
す

ん
は
非

り

き
。

英
蘭

和
蘭

條
約

か
、

批

准

さ

る

、
の
要
あ

る
に
り

ρ

碧
αq
o
.家

に
關

す
る
秘

密
約
歎

ご
し
て
、

α
o
≦
律

か

■

＼

n
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H
is H

ighness the Protector of E
ngland, having represented to the A

m
bassadors of the R

epub-

lics in several conferences, that in order to render the peace sure and lasting betn'een the tw
o

natins,.it w
as necessary to ease him

 of the fear he w
as under that if the principal em

ploym
ents

of the State w
ere conferred on the Prince of O

range, the 'alliance of that p,ince w
ith the

fam
ily of the Stuarts w

ould occasion m
isunderstandings 

and jealosies that m
ight plunge the tw

o

nations into a fresh w
ar; therefore, in order to secure the peace, and satisfy his H

ighness, the
H

igh and M
ighty L

ords, the States of H
olland, prom

ise never to choose the Y
riuce of H

olland,
nor any of his descendants, for their governor or adm

iral : and that thu province w
ill never

suffer any of her m
em

bers to give their vote for m
aking the Prince captain-general of the

?~ ~' 
jan de W

ilt-~fC
~N

( 1 ) 
~t~ 

(~F}d~ ~ I ) 
9U

il~'



噛

が

、

、

…論

説

耳
賦
.
ユ
ポ
ダ
「岸
.
に
就
き
て
二

.)

第
十
巻

(第
五
號

四

二
、}

尭

三
八

●

ゾ
金
口
顕
α
.

か
く
て
勝
利
を
占

め
、
和
蘭

人

を
海
上

よ
サ
掃

ひ
得

た
る

O
δ
日
毒

口

は
凸
四
歳

の
時
以
来
抱

き
た

る
、
「
恐
怖

よ
b
冤

か
れ
」
得

た
り
。
.

そ
⑳
批
准

を
倫

敦

に
送

る
に
當

り
、
』
ゆ
≦

弾

は
そ

の
虚

偽
を
貫
く

の
極
、
和
蘭

の
使
節

に
懇

請
し
、出

来

ゐ
丈

け
手
段

を
凝
ら
し

、
9

。ヨ
葦

一一
を
促

し
て
、
O
「窪
σq
。
家

排
斥

の
要
求

を
、撤

回
せ
し
む

る

に
勉

む

へ
し
ご
せ
り
、

氏
は
・
　

蜜

①
喜

αq
、及

尋

§

一h・
に

書
選

れ
り
、
野
蒋

の
困
讐

戦

ひ
て
得
ら

れ
、

一
面
又
戦
争
の
悲
惨

な

る
於

鍋

乞
㊧
.避

し
る

か
た

め
な
ら

さ
ゲ
せ

は
、
諸
滑

の
同
意
を
求

め
得

へ
く
も
非

り

し
、
排

斥
約

歎

の
交
付

を

避

く
る
の

一
便

法
を
、
見

出
す

こ
ε
以
上

に
～
卿
等

は
州

の
た

め
に
大
貢
献

を
な
す
を
得

さ
ら

ん
」

ξ
。
7
.

ρ
o
日
割
傷=

に
よ
b
甜
蘭

か
打
破

さ

れ
し
は
、

肝
椹

窯

の
要

路
政
治
家

に
ば
.

一
.の
思
ひ

設
け

源
、幸

た
ら
き

.

.

識
し
之

か
た

め

○
「腔
聡

家

の
勢
力

を
破

り

、
同
糞
政

治
家

の
優

勢

を
、
絶

射
的

叉
永
遠
な
ら

し

め
し
を
以

て
な

「

ザ
。

」
他

の
諸
遡

及
聯
盟
蕪

の
、
○
・雪
究

家

排
斥

に
劃
す

る
反
凱
抗
辯

は
無

敷
な
り

き
、
d
嘗
。
。一・叶
の
聯
盟
協
約

弔
よ

れ

は
、
・憲
法

上
の
鍵
更

に
は
、、
諸
洲

の

一
致

同
意
を
要

す

ε
せ

る
も

γ
諸
小
洲

の
抗

議

は
州
和
蘭

に
よ
臥
顧

み
ら

れ

さ
り
き
、
・
寒

頭
政

治
家

に
よ
b
特

権
を
奪

は
れ
た

る
、
和
蘭

民
衆

は
當

に

。
・ぎ

隔

家

分
患
蟹

な
る
擁
護
看

た

り
▼、
今
や
そ

の
敬

愛

せ
る
幼
皇
子

を
目
當

ε
せ
な
、
排

斥
係
数

に
接

し
て
憤

怒

せ
る
も

、
号

ノ
孟
陣

及

そ

の
蕪
奥

の
奸

計

に
反
抗

す

る

の
力

な
く
、
右

の
結
果

ご
し
て
惹

起

さ
れ
し
諸

一
揆
も

、
當
路

の
政
治
家

に
よ
り
撲
滅

怒
れ

だ
b
.。

(未
完
)
.
.

1


